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九州電力株式会社川内原子力発電所第２号機の 

工事の計画の技術基準規則等への適合性に関する審査結果 
 

原規規発第 1911182 号 

令和元年１１月２２日 

原 子 力 規 制 庁  

 

 

１．審査内容 

九州電力株式会社は、今回の工事計画認可申請（平成３１年４月５日付け原発

本第２号をもって申請、令和元年９月２５日付け原発本第９２号をもって一部補

正。以下「本申請」という。）において、外部電源回線数の増強を図ることとして

いる。 

 

原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、本申請に係る申

請書本文、発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書、設計及び工事

に係る品質管理の方法等に関する説明書、常用電源設備の健全性に関する説明書

並びに添付図面を確認の対象とした。 

規制庁は、上記の確認の対象とした書類（以下「本申請の書類」という。）の示

す内容が、以下のとおり核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の

９第３項第１号に規定する発電用原子炉の設置変更の許可を受けたところによ

るものであるかどうか、同項第２号に規定する「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則」（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下

「技術基準規則」という。）に適合するものであるかどうか、同項第３号に規定

する「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管

理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」（平成２５年原子

力規制委員会規則第８号。以下「品質管理基準規則」という。）に適合するもので

あるかどうかについて審査した。 

なお、第１号機と共用する連絡用変圧器の適合性については第１号機の設備で

あるため第１号機の審査で確認する。 

 

 

１－１ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第１号への適合性 

規制庁は、本申請の書類から、 

（１）工事計画のうち設備の仕様に関する事項が、平成２８年２月８日付け原

規規発第１７０２０８２号により許可した川内原子力発電所発電用原子

炉設置変更許可申請書（以下「設置変更許可申請」という。）に記載され

た設備仕様と整合していること 

（２）工事計画のうち設備の基本設計方針は、設置変更許可申請書の設計方針

と整合していること 
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を確認した。 

規制庁は、上記のとおり、本申請の工事計画が許可を受けたところによるも

のであることを確認したことから、原子炉等規制法第４３条の３の９第３項

第１号に適合していると認める。 

 

 

１－２ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第２号への適合性 

規制庁は、本申請の工事計画が、第２号機設備としての基本設計方針の変更及び

常用電源設備の変更であることから、同規則第４５条（保安電源設備）の規定に適

合するものであるかについて以下のとおり確認した。 

また、本申請が、第１号機の申請において確認する設計を変更するものではなく、

かつ、整合するものであることを確認した。 

 

（１）第４５条（保安電源設備） 

規制庁は、本申請の書類から、 

①設計基準対象施設は、送受電可能な回線として、500kV 送電線１ルート２

回線及び 220kV 送電線２ルート４回線の合計３ルート６回線で電力系統

に接続することとしており、500kV 送電線は南九州変電所に連系し、220kV

送電線は川内火力発電所の開閉所及び新鹿児島変電所に連系することで、

上流側の接続先である新鹿児島変電所が停止した場合には、南九州変電所

又は川内火力発電所の開閉所を経由したルートから受電可能な設計とす

るなど、一つの変電所又は開閉所が停止することによって、当該発電用原

子炉施設に接続された全ての電線路が停止する事態に至らない互いに独

立した設計とする方針としていること 

②受電系統の変更に伴う供給ルートの変更部分については、500kV 送電線及

び 220kV 送電線をそれぞれ別の送電鉄塔に架線し、物理的に分離した送電

線から受電できる設計とする方針としていること 

③電線路のいずれか２回線が喪失した場合においても電力系統から各号機

への電力供給が同時に停止しないよう、500kV 送電線及び 220kV 送電線は

それぞれの母線連絡用遮断器を介したタイラインにより１号機及び２号

機に接続するとともに、予備変圧器を介して第１号機及び第２号機に接続

する設計とする方針としていること 

を確認したことから、第４５条の規定に適合していると認める。 

 

規制庁は、上記の事項を確認したことから、原子炉等規制法第４３条の３の９第

３項第２号に適合していると認める。 

 

 

１－３ 原子炉等規制法第４３条の３の９第３項第３号への適合性 

規制庁は、設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織

に係る適合性の確認にあたって、本申請の品質保証計画から、品質保証の実

施に係る組織、保安活動の計画、保安活動の実施、保安活動の評価及び保安

活動の改善に係る事項を変更しないとしていることを確認したことから、品
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質管理基準規則の要求事項に適合しており、原子炉等規制法第４３条の３の９

第３項第３号に適合していると認める。 

 

 

２．審査結果 

規制庁は、１－１から１－３の事項をもって本申請が原子炉等規制法第４３条の

３の９第３項各号のいずれにも適合しているものと認める。 

 

 

 


